
はじめに

助産師は、「保健師助産師看護師法」（昭和

２３年制定）という法律の第３条に次のように

定義されている。「厚生労働大臣の免許を受け

て、助産又は妊婦、じょく婦若しくは新生児

の保健指導を行うことを業とする女子」つま

り、助産師は、お産をするときの支援や、妊

娠・出産・産後の女性や赤ちゃんに対して、

健康に関する教育・相談を行う専門職として

働いている。助産師は、妊娠や分娩のみにか

かわらず、女性の健康、性と生殖（妊娠、出

産）に関すること、育児や家族支援など、女

性の生殖と非常に関係の深い職業である。

この助産師は、その名称の前には助産婦、

さらにその前には、産婆と呼ばれていた。で

は、産婆という名称はいつ頃から登場したの

だろうか。明治期、法令上産婆の用語が初め

て登場するのは、１８６８年（明治元）一二月二

四日付法令一一三八号である。そこでは、産

婆の売薬世話・堕胎取扱を禁じている。当時

産婆を業とする者に，分娩介助のほかに，売

薬の世話や堕胎の取扱等をなす者がおり，こ

れにより，産婆の売薬世話と堕胎が禁じられ

た１）。このように生殖に深く関わる職業である

産婆は、堕胎等にも深く関わる存在であった
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ことが先行研究によって数多く指摘されてい

る。例えば，以下のような記述がある。

十八世紀半ばに賀川玄悦が回生術を創始し

て以降，産婆は，経験のみを頼りにする無知

な存在，堕胎や間引きも行う存在として産科

医たちの批判にさらされる。民衆たちの間で

根強い信頼を得る産婆は，生まない選択にも

手を貸す存在であった２）（下線は筆者によるも

ので以下，同様）。

近世後期の出産管理政策の中で藩や医者，

仏教者によって民衆教化のために作られた間

引き教諭書では，しばしば産婆が間引きの実

行者として批判にさらされる。命の誕生に深

く関わる産婆は，当時の出産が命の危険をと

もなうものであったがゆえに重視されると同

時に，堕胎・間引きに関与する存在として賎

業視される存在でもあった３）。

近世，女医・女医者の呼称で，「子おろし」

にかかわる者が現れるが，彼女らの多くは特

別な教育をうけた医師という性格のものでは

なく，堕胎医の助手になってその技術を身に

つけた老練な産婆であった４）。

「子をおろす女の医し」がしっかりと金を床

下に貯めこんだまま哀れにも死んだという話

に見るように，産婆は金になる商売でもあっ

た。しかし，堕胎のこともあって一般には賎

業とみられていた５）。

産婆の無学無知が難産を招いているのだと

して，産婆は嫌われた存在となっていた６）。

近世では避妊薬と堕胎薬とはほぼ同じ意味

で用いられており，（中略），現今の薬店がひ

そかに堕胎薬を売りさばき，（とりあげばば）

が堕胎の業をしているのとは訳が違う。当時，

堕胎薬は薬店や産婆・堕胎医らによって売ら

れていた７）。

明治政府は明治元年（一八六八）に産婆に

よる堕胎を禁じている。これは家や共同体の

意志を受けて堕胎を行っていた産婆を取り締

まることによって，個人や共同体の手にあっ

た出産管理権を国家へ移そうとするものであ

り，同一五年の堕胎罪を規定した刑法の施行

（公布は明治一三年）は，それをより明確にし

たものである８）。

一九〇四，〇五（明治三七，三八）年頃，

各地に交番所ができ巡査が熱心に堕胎を検挙

するようになって，ようやくこの行為が姿を

消したが，「例外もあって大正時代まではトリ

アゲバアサンが嬰児が産声をあげる迄に股の

間で圧殺したり，口に紙をぬらしたものを張っ

て殺した」という９）。医学雑誌を繰ってみる

と，明治・大正・昭和戦前期を通じてさまざ

まな手段を用いたヤミ堕胎，自力堕胎の例が

多数報告されており，なかには生きて出てき

た子を殺した例もある。施術者には産婆や「堕

ろし婆」が多い１０）。

このように産婆の業務，産婆は，生命誕生

の介助としての地位を評価されるよりも，堕

胎行為の周辺に存在するものとして認識され

ていたことをうかがうことができる。この産

婆の制度運用は，明治期，地方に委ねられて

いた。本稿では，地方の産婆に関する制度運

用を検討することで，生殖との関連で産婆が

どのような存在として意識されていたかを探

ることを目的とする。そこで，その地方であ

る島根県を対象に，明治期を通じて一体どの

ような法規制のもとに産婆があったのか，島

根県が産婆に関してどのような方針で制度運

用（規則制定するための改正）を行ったのか

を，全国的な流れを踏まえながら，島根県の

法令・規則類の変遷と産婆数等の推移等から

検討する。
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�．全国の産婆に関する法制

１．「産婆ノ売薬世話及堕胎等ノ取扱方」にみ

る産婆

明治期以降の産婆に関連する制度の変遷は

表１のようである。明治期，法令上産婆の用

語が初めて登場するのは，１８６８年（明治元）

一二月二四日付法令一一三八号である。そこ

で太政官は産婆に対し以下の「産婆ノ売薬世

話及堕胎等ノ取締方」を布達した１１）。当時産婆

を業とする者に，分娩介助のほかに，売薬の

世話や堕胎の取扱等をなす者がおり，これに

より，産婆の売薬世話と堕胎が禁じられた。

近來産婆之者共賣薬之世話叉は堕胎之取扱

等致し候者有之由相聞ヘ以之外之事に候元來

産婆は人之生命にも相拘不容易職業に付假令

衆人之頼を受無餘儀次第有之候共決して右等

之取扱致間敷筈に候以来萬一右様之所業於有

之は御取糺之上屹度御咎可有之候間爲心得兼

テ相達候事

この時点で産婆は人命に関わる職業として

明文化され，業務上の禁止事項に売薬世話・

堕胎をあげ，罰則として取調べの上処罰する

と規定された。近代産婆制度にとって出発点

となる規定といえよう。しかしこの弊風は容

易に改め得る習慣ではなかったので，その取

締りは各地方に委せたのが実情であった。

２．「醫制」にみる産婆

明治初年，政府は西洋医学特にドイツ医学

の採用の方針を決定し，医制・学制の改革を

進めていった。この流れの中にあって政府は

以下の「醫制」（明治七年八月一八日 文部省

ヨリ東京京都大阪三府へ達，八年改正，明治

八年五月一四日文部省ヨリ東京京都大阪へ達）

を布達した１２）。その中の第五十～五十二条に産

婆の法的存在を知ることができる。

第五十條 産婆ハ四〇歳以上ニシテ婦人小

兒ノ解剖生理及ヒ病理ノ大意ニ

通シ所就ノ産科醫ヨリ出ス所ノ

實驗證書産科醫ノ眼前ニテ平産

十人難産二人ヲ取扱ヒタルモノ

ヲ所持スル者ヲ檢シ免状ヲ興フ

（以下，省略する。）

第五十一條 産婆ハ産科醫或ハ内外科醫ノ差

圖ヲ受クルニ非サレハ妾ニ手を

下スへカラス然レトモ事實急迫

ニシテ醫ヲ請フノ暇ナキ時ハ躬

ラ之ヲ行フコトアルヘシ但シ産

科器械ヲ用フウルヲ禁ス且ツ此

時ハ第四十九條ノ規則ニ従ヒ其

産婆ヨリ醫務取締ニ届クヘシ

第五十二條 産婆ハ方薬ヲ興フルヲ許サス

明治八年の改正後は第二十九条，第三十条，

第三十一条となっている。この時点ではじめ

て，産婆の教育と資格取得，産婆業務と罰則

が規定された。産婆資格取得に関して次の方

法が示された。年齢条件は四十歳以上で，婦

人小児の解剖生理および病理の大意に通じ，

かつ産科医の眼前において平産十人，難産二

人の実習を修了した者となっている。なお経

過措置として，従来営業の者に対しては「仮

免許」を授けることとなった（第五十條）。産

婆に関して次の三種類の禁止事項が示された

が，具体的な罰則は規定されなかった。産婆

は緊急の場合以外は医師の指示に従うべきこ

と，産科器機を用いることも方薬を与えるこ

とも禁止が決まった（第五十一條，第五十二

條）。

しかし，医制の規定はそのまま実施されず，

宮 本 恭 子

３９２０１５年３月



しばらくの間，各地方の取締規則に委ねられ

ていた。こうして産婆行政を委任された地方

庁は，地方の実情に合わせて段階的に教育と

資格取得の基準を上げながら規則類を制定し

または改正しつつ産婆制度を形成していった。

この後，政府によって全国統一的な法が制定

されるのは明治三十二年七月のことであり，

この間の実態は各府県の解明が必要なのであ

る。

３．全国統一法規「産婆規則」制定と，産婆

試験規則，産婆名簿登録制の確立

明治三十二年，下記の「産婆規則」，「産婆

名簿登録規則」，「産婆試験規則」が制定され

た１３）。ここに初の全国統一の産婆の免許制度が

確立し，全国レベルで資質水準の統一が図ら

れた。

「産婆規則」（明治三十二年七月十八日勅令三

百四十五號）

第一條 産婆試験ニ合格シ年齢満二十歳以

上ノ女子ニシテ産婆名簿ニ登録ヲ受

ケタル者

ニ非サレハ産婆ノ業ヲ営ムコトヲ

得ス

第二條 産婆試験は地方長官之ヲ擧行ス

第三條 一箇年以上産婆ノ学術ヲ修業シタ

ル者ニ非サレハ産婆試験ヲ受クルコ

トヲ得ス

第四條 産婆名簿ハ地方長官之ヲ管理ス

産婆名簿ニ登録ヲ受ケントスル者ハ

産婆試験

合格證書ヲ添へ地方長官ニ願出ツ

ヘシ 産婆名簿ノ登録事項ニ異動

シテ生シタルトキハ二十日以内ニ

産婆名簿ノ訂正ヲ願出ツヘシ 産

婆名簿ノ登録事項ハ内務大臣之ヲ

定ム（中略）

第七條 産婆ハ妊婦産婦褥婦又ハ胎児生兒

ニ異状アリト認ムルトキハ醫師ノ

診療ヲ請ハシムヘシ自ラ其ノ処置

ヲ爲スコトヲ得ス

第八條 産婆ハ妊婦産婦褥婦又ハ胎児生兒

ニ封シ外科手術ヲ行ヒ産科器械ヲ

用ヰ薬品ヲ投興シ又ハ之カ指示ヲ

爲コトヲ得ス

第九條 産婆ハ産婆名簿ニ登録ヲ受ケサル

者ニ妊婦産婦褥婦又ハ胎児生兒ノ

取扱ヲ専任スルコトヲ得ス

第十條 産婆ニシテ堕胎ノ罪其ノ他業務ニ

関スル罪又ハ禁錮以上ノ刑ニ處セ

ラレルヘキ罪ヲ犯シタルトキハ地

方長官ハ産婆ノ業ヲ禁止シ又ハ一

年以内之ヲ停止スルコトヲ 得

産婆名簿登録前ニ犯シタル罪ニ付

テモ亦同シ

第十一條 試験ニ関スル規定ニ違背シタル者

アルトキハ其ノ試験ヲ無効トスル

コトヲ得若シ巳ニ登録ヲ受ケタル

トキハ其ノ登録ヲ取消スコトヲ得

第十二條 地方長官ハ産婆ノ業ヲ禁止シ又ハ

停止シタル後本人ノ行状ニ依リ其

ノ禁止又ハ停止ヲ解除スルコトヲ

得

第十三條 産婆試験ヲ受ケントスル者ハ産婆

名簿ニ登録ヲ願出ツル者ニシテ試

験又ハ登録ノ以前堕胎ノ罪其ノ他

業務ニ関スル罪禁錮以上ノ刑ニ處

セラレルヘキ罪ヲ犯シタル者又ハ

試験ニ関スル規程ニ違背シタル者

ナルトキハ試験又ハ登録ヲ許可セ

サルコトヲ得

第十四條 産婆ニシテ三箇年間其ノ業ヲ瑩マ

サルトキ又ハ白痴不具廃疾ト爲リ
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其ノ業ヲ営ムニ堪ヘスト認ムルト

キハ地方長官ハ産婆名簿ノ登録ヲ

取消スコトヲ得

第十五條 産婆名簿ノ登録，登録ノ取消，主

要ナル登録事項ノ訂正並産婆業ノ

禁止又ハ停止及其ノ解除ハ地方長

官之ヲ告示スへシ

第十六條 左ニ掲クル者ハ五十圓以下ノ罰金

ニ處ス

一 産婆名簿ニ登録ヲ受ケスシテ産婆ノ業

務ヲ爲シタル者

二 産婆名簿ノ登録ヲ取消サレタル後産婆

ノ業務ヲ爲シタル者

三 産婆ノ業ヲ禁止又ハ停止セラレタル後

産婆ノ業務ヲ爲シタル者

四 第三條ニ関シ虚偽ノ證明又ハ陳述ヲ爲

シタル者

五 第七條及至第九條ニ違背シタル者

第十七條 第四條第三項第五條第二項及第六

條ニ違背シタル者ハ科料ニ處ス附

則

第十八條 本令施行以前内務省叉ハ地方廳ヨ

リ産婆ノ免�叉ハ鑑札ヲ受ケ現ニ

其ノ業ヲ營ム者ハ本令施行後六箇

月以内ニ地方長官ニ願出テ産婆名

簿ニ登録ヲ受クルコトヲ得

第十九條 地方長官ハ産婆ニ乏シキ地ニ限リ

當分ノ内出願者ノ履歴ニ依リ業務

ノ地域及五箇年以内ノ期限ヲ定メ

産婆ノ業ヲ免許スルコトヲ得

前項ノ免許ヲ受ケタル者ハ産婆ニ

準シ本令ヲ適用ニ登録スル限ニ在

ラス

条文では，産婆の資格，産婆試験，産婆名

簿の登録，業務範囲，違反の場合等が規定さ

れた。条文は十九条から成るが，注目すべき

点は，地方庁の産婆免状・監査を有する者は

本令施行後６ヶ月以内の期限を限って産婆名

簿に登録すること，及び産婆に乏しき地では

５ヶ年以内の期限を定め限定免許を与えること

を認めたことである。

また，産婆は二十歳以上の女子で，試験に

合格した者で，産婆名簿に登録した者でなけ

れば営業できないことが規定された。試験は

地方長官が挙行すること，一年以上産婆の学

術を修業した者でなければ，受験することが

できないと，受験試験に明記された。

全国の産婆数は，明治三十二年から試験が

開始し一時的に産婆が減少したが，明治三十

三年以降全国的に試験を受けて登録した産婆

が急増した。明治三十二年の産婆数は，三十

一年の三五九四五名から大幅に減少し，八三

六七名であった。ただし，翌年三十三年には

登録が進み，二五一一八名と急増し，教育を

受けた産婆の供給が進んだ（表２）。

「産婆規則」は，１９１０年（明治４３）に改正さ

れ，内務大臣の指定した学校・講習所を卒業

した者には無試験で産婆登録を認めることが

規定された。１９１２年（大正元）には，私立産

婆学校産婆講習所指定規則が定められ，検定

試験に合格した産婆と，学校講習所を卒業し

た産婆の二種類となった。１９４２年（昭和１７），

産婆が助産婦に改称される。１９４７年（昭和２２）

に産婆規則が助産婦規則と改められ，「保健婦

助産婦看護婦法令」が公布される。このよう

に，明治期に始まった産婆の制度制定・改正

は，１９１０年（明治４３）年の「産婆規則改正」

以降，３０年間何ら改正がなされず，１９４２年

（昭和１７）に産婆から助産婦への名称改正にい

たった。

宮 本 恭 子
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年号 西暦 事項

全国 島根県 一般

明治元 １９６８
産婆取締規則発布
（産婆の売薬世話及び堕胎等の取締に関
し布達）

明治維新

明治７ １８７４

医制発布（７６条制定）
（医制において産婆に関する条項を設け
規定したが、各地方の取締規則に委ね
られた。）

明治９ １８７６ 東京府、東京府病院内に産婆教授所を
設置し、試験免許に関し布達

明治１７ １８８４ 桜井女学校内に看護婦養成所を設置
（わが国看護婦教育の始まり） 「産婆取締規則」を制定

明治１９ １８８６ 日本赤十字社発足 コレラ大流行

明治２０ １８８７ 島根県赤十字社設立

明治２３ １８９０ 「産婆取締規則」を更生する

明治２４ １８９１
「産婆試験科目及試験法」の告示。
（松江市内の開業医、森本文斎が私
立松江産婆養成所を設ける。）

明治２７ １８９４ 日清戦争開始

明治３２ １８９９

「産婆規則」を公布。（産婆試験規則及
び産婆名簿登録制度を制定。産婆の免
許制度が確立し、全国レベルで資質水
準の統一が図られた。）

明治３６ １９０３ 島根県立産婆養成所を那賀郡浜田
町に開設（昭和３７年３月廃止） 日露戦争勃発

明治４３ １９１０
「産婆規則改正」内務大臣の指定した学
校、講習所卒業者は無試験で産婆登録
が受けられる。

韓国併合に関する条約調印

大正元 １９１２ 私立産婆学校、産婆講習所指定規則制
定

大正３ １９１４ 第一次世界大戦始まる

大正４ １９１５ 看護婦規則制定

大正１２ １９２３ 関東大震災

昭和２ １９２７ 日本産婆会設置 島根県産婆会結成

昭和４ １９２９ 世界大恐慌

昭和６ １９３１ 満州事変勃発

昭和９ １９３４ 恩賜財団愛育会設立

昭和１１ １９３６ 愛育会「愛育村」を各地で指定 二・二六事件おこる

昭和１２ １９３７ 保健所法公布（全国４０箇所に設置）母
子保健法公布 日清戦争開戦

昭和１３ １９３８ 厚生省設置

昭和１６ １９４１ 太平洋戦争勃発

昭和１７ １９４２

妊産婦手帳制度発足、妊産婦検診の奨
励。医療関係法令を統合して「国民医
療法」が制定される。産婆規則も同法
の中に規定された。産婆が助産婦に改
称。

昭和２０ １９４５ 島根県庁の火災により産婆会の記
録物はすべて消失する。 太平洋戦争終結

昭和２２ １９４７ 産婆規則が助産婦規則と改められる。
「保健婦助産婦看護婦法令」公布。 日本国憲法施行

出所：厚生省『医制百年史（記述編、資料編）』より作成。

表１ 戦前の助産師職制度関連事項（全国・島根県）
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�．島根県の産婆に関する意識・存在

１．産婆を意味する呼び名

産婆を意味する方言は，地方で工夫し出し

た色々の名前がある。それが産婆という職業

の発生，又その社会上の地位ともいうべきも

のを，推定せしめるてがかりになるのみなら

ず，一歩を進めては常人の家庭において，誕

生という事実をどう考えていたかという，か

なり大切な問題も答え得しめるようになると

いう見方もある。

島根県の産婆の呼び名は，表３のようであ

る。明治以前も使われていた可能性があると

考えられる島根県の産婆を意味する方言で多

いのは，「とりあげ婆さん」「洗い上げ婆さん」

「洗いばばさん」「ひきあげ婆さん」「腰抱き婆

さん」である。その他珍しいところでは，西

郷町で「コーシャ」「コーシャバーサン」「ナ

レゴーシャ」，出雲市稗原で「産母」「とらげ

ばば」，江津市で「川行き婆さん」などがある

（表３）。生児をこの世の中に取り上げる権限を

もつ人，職業として，産婆は「とり上げ婆」

ともいわれたのであろう。

２．産児制限（避妊・堕胎・間引き）と産婆

「とり上げ婆さん」ともいわれ，生児をこの

世の中に取り上げる権限をもつ人・職業であ

る産婆は，堕胎行為の周辺に存在するものと

しても認識されていたことをうかがうことが

できる。資料の中に（表４），島根県の産児制

限の方法として，“間引き”といって，出産の

瞬間に，産婆が産児を圧殺していた記録もあ

る１４）。全国レベルで産婆の堕胎等を禁じた明治

維新後も，島根県では生児が様々な手段によっ

て産婆の手で処理されていたことをうかがう

ことができる。今日我々が大きな衝撃を受け

るのは，明治初期の松江市において，堀の水

年号 西暦 全国 島根県
明治１１ １８７８ １２００９ －
１２ １８７９ １２９９９ －
１３ １８８０ １７７８４ －
１４ １８８１ １８７３４ ４７１
１５ １８８２ １９０３５ ４９２
１６ １８８３ ２０８０５ ４９１
１７ １８８４ ２９９６１ ５２０
１８ １８８５ ２７１７５ ８４１
１９ １８８６ ２８９５７ ９５３
２０ １８８７ ２９８６３ １００６
２１ １８８８ ３０８６０ １００５
２２ １８８９ ３２１１１ １１４２
２３ １８９０ ３２５０５ １１４０
２４ １８９１ ３３３５９ １２８１
２５ １８９２ ３３０１６ ６１４
２６ １８９３ ３３４７５ ６５１
２７ １８９４ ３３９２１ ６４４
２８ １８９５ ３４４９４ ６４６
２９ １８９６ ３４４４９ ６４３
３０ １８９７ ３６３７５ ６９０
３１ １８９８ ３５９４５ ６６７
３２ １８９９ ８３６７ ６６８
３３ １９００ ２５１１８ ６１０
３４ １９０１ ２５５０３ ６３８
３５ １９０２ ２５７６９ ６４０
３６ １９０３ ２５９５９ ６２５
３７ １９０４ ２６２２０ ６３１
３８ １９０５ ２５９９８ ６３０
３９ １９０６ ２５１９２ ６３６
４０ １９０７ ２６６６７ ６２８
４１ １９０８ ２６９５７ ６２８
４２ １９０９ ２７２２０ ６２４
４３ １９１０ ２７６７４ ６２０
４４ １９１１ ２８３６２ ５８７
大正元 １９１２ ２９３７６ ６０３
２ １９１３ ３００３４ ６１１
３ １９１４ ３１０４８ ６２１
４ １９１５ ３１８５４ ５９８
５ １９１６ ３２８４０ ６０３
６ １９１７ ３４２９５ ６０９
７ １９１８ ３４３４８ ５８０
８ １９１９ ３５２３５ ５７９
９ １９２０ ３６０５５ ５６７
１０ １９２１ ３６６５７ ５５６
１１ １９２２ ３７７１４ ５６７
１２ １９２３ ３９５１５ ５３５
１３ １９２４ ４１７０７ ５３４
１４ １９２５ ４２８７７ ５３７
昭和元 １９２６ ４４７７６ ５３３
２ １９２７ ４５６６３ ５３３
３ １９２８ ４６２９９ ５２２
４ １９２９ ４８３９９ ５４８
５ １９３０ ５０３１２ ５６１
６ １９３１ ５２５３７ ５５３
７ １９３２ ５４６５５ ５６１
８ １９３３ ５６５９０ ５８０
９ １９３４ ５８２７０ ６０４
１０ １９３５ ５９５６０ ５９４
１１ １９３６ ６０９６７ ５８１
１２ １９３７ ６１７３２ ６１３
１３ １９３８ ６２２０９ －
１４ １９３９ ６２３０７ －
１５ １９４０ ６１３６８ －
１６ １９４１ ６２７４１ －
１７ １９４２ ５２９９１ －
１８ １９４３ ３４６６５ －
１９ １９４４ １４８８３ －
２０ １９４５ １７９１５ －

出典：全国は、厚生省医務局『医政百年史』、
島根県は、島根県統計局『島根県統計１００年
史』より作成。
注：明治３２年より免許所有者数をあらわして
いる。

表２ 産婆数の推移（全国・島根県）
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際から犬が赤子の腕をくわえ出していた記録

のあることである（表４）１５）。このように，明治

初期の松江市では堕胎・間引きは多少あった

ようである。国レベルでは，１８６８（明治元）

年「産婆取締規則」が発布され，産婆の売薬

世話・堕胎取扱が禁じられるが，地方ではこ

の弊風は容易に改め得るものではなかったこ

とが読みとれる。

�．産婆に関する島根県の制度運用

１．産婆取締規則

医制発布以降

国レベルでは，医制（１８７４年）において産

婆の資格に関する規則が出されていたわけだ

が，島根県では，これに準じた「産婆取締規

則」が１８８４（明治１７）年８月，甲第１２０号に

おいて布達された１６）。この「産婆取締規則」

は，全８条からなる。

第一條 産婆ハ内務省ノ免許状又ハ當廳ノ免

許鑑札ヲ得タルモノトス

第二條 新たに産婆免許鑑札ヲ得ントスル者

ハ其履歴書二左ノ科目ヲ修得シタル

醫師ノ証明証ヲ添へ其旨願出ツへシ

但出願者ハ満二五年以上ノ女子二限

ル

（以下，科目は省略する。）

第三條 當管内轉居セントスルトキハ移住ノ

國郡町村名ヲ詳記シ速二其旨届出ツ

へシ

他府縣下に轉居セントスルトキハ轉

居二先タチ其旨届出ツへシ但當廳ノ

免許鑑札ハ同時に返納スヘシ

第四條 免許若クハ鑑札ヲ遺失又ハ�損シタ

ルトキ若クハ氏名族籍ヲ變換シタル

トキハ其事由ヲ具シ免�若クハ鑑札

ノ下付叉ハ書換ヲ提出ツヘシ。

癈�叉ハ死亡シタルトキハ速二免�

呼び名 出典

トリアゲ婆さん 『乙立郷土誌』乙立自治協会、２００５年

洗い上げ婆さん・洗いばばさん 『赤来町史』１９７２年

トリアゲ婆さん 『美保関町誌』（上）１９８６年

コーシャ・コーシャバーサン・ナレゴーシャー 『西郷町誌』１９７６年

ヒキアゲ婆さん・トリアゲ婆さん 『温泉津町誌』（下）１９９５年

トリアゲバァサン 『掛合町誌』１９８４年

腰だき婆さん・ひきあげ婆さん 『仁摩町誌』１９７２年

産母・とらげばば 『碑原郷土史』１９８５年

とりあげ婆さん 『仁多町誌』１９９６年

とりあげばあさん 『加茂町誌』１９８４年

とりあげばあさん 『大東町誌』１９７１年

とりあげ婆あ 『知夫村誌』１９９６年

あらいばあさん・とりあげばあさん 『羽須美村誌』（下）１９８８年

産婆さん・とりあげ婆さん・腰だき婆さん・引き上げ婆さん・川行き婆さん 『江津市誌』（下）１９８２年

洗い上げ婆さん 『大和村誌』（下）１９８１年

取り上げ婆さん・洗い上げ婆さん・引き揚げ婆さん 『浜田市誌』（下）１９７３年

取り上げ婆さん・洗い上げ婆さん・引き揚げ婆さん 『里坊郷土誌』三刀屋町里坊公民館，１９９９年

資料：各出典に基づき筆者作成。

表３ 島根県の産婆の呼び名
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内容

陰部の上に灸点すれば好結果があるという。［八束郡加賀村］

一般神仏に祈願する以外の習俗はない。［同郡揖屋村］

ある観音菩薩に、避妊には「お預け」と祈る風がある［箙川郡久多美村］

出雲枕木山へは妊娠も祈願するがまた避妊をも祈願する。［隠岐島前黒木村］

堕胎は相当あったという。主として山吹の茎を使ったという。すなわちその茎をタキタカユビ（中指）の長さにして、子宮
の口に達するまで、一夜くらい入れておいたという。〔八束郡加賀村］

妊娠の腹をもみかえして死産させる風もあった。。〔八束郡加賀村］

堕胎・間引きの風習はあった。今はない。［八束郡秋鹿村］

草や特効薬といわれるものを飲み、はなはだしいのは異物を挿入したという。［八束郡揖屋村］

一家に二児以上は育てないという習俗の部落があった。五，六十軒の聯担部落に、三、四〇歳ぐらい以上の者では、兄弟の
多い家はない。［意東村］

明治以前の堕胎および間引きには優秀な技術が伝わっていたが、厳重な禁令が定められて以来、門外不出となって知る由が
ない。［仁多郡鳥上村］

当地方は明治以前は百人に三人は堕胎したという。南天樹またはほおずきの茎を挿入すると直ちに効果があるといった。堕
胎専門の上手な医者もいた。それに頼むと結果はよかった。おろした子はひそかに河川へ流した［大社町］

間引きは、産後直ちにぼろに包んで、これを溜池あるいは川に投げた。［箙川郡久多美村］

堕胎・間引きは多少あった。明治初期は、堀の水際に流れよったこも包みから、犬が赤子の腕をくわえ出している光景を目
撃したことがある。［松江市］

三、四か月以内につわぶきの茎を子宮孔に通しておろすという。［那賀郡浜田町］

明治以前には、不具者などが生まれたときに、産婆が子の鼻孔に濡れ紙を覆って間引きしたという。［鹿足郡津和野町］

堕胎の風習は多少あった。その方法は、ふきの茎をさし込んだり、種子油を飲んだりした。［隠岐島前黒木村］

堕胎や間引きは実際に多かった。人工的にするものをステルといい、自然の流産はスタルと称した。次の場合に多く行われ
た。
多産であって養育の資力が乏しいため。
四十歳以上であって外聞を恥じるため。
寡婦が妊娠したため。
未婚の女が私通から妊娠したため。
政策上から人口の増殖をはばまれたため。例えば周吉郡布施村大字飯美という小部落では分家新立がはばまれ、その裏面
に堕胎や間引きが奨励されていたらしい。当部落は土地が狭く耕地が乏しく、宅地も少ない土地柄である。かつ旧幕時代に
は他への移民が困難であったから、堕胎・間引きを禁じては部落が生きられなかったのである。［隠岐島後］

堕胎方法は大別して二種あった。飲食によるもの－おはぐろを飲むもの。酢を飲むもの。イノコブチ（牛膝）の地下茎を煎
じて飲むもの。ぶりなど脂肪濃き魚の内臓を食うもの。油揚げ・豆腐を食うもの。えのころぐさの茎で、ある危険な工作を
施すもの。この方法が飲食による諸方法よりも有効であったらしい。［隠岐島後］

堕胎手術は妊婦が自分で行うのではなく、各地に専門家がいて、これに頼んで施してもらった。多くは老女であり、男子は
はなはだ稀であった。堕胎した胎児は、布片あるいはわらづとに包んで墓地又は床下に、ひそかに埋葬した。［隠岐島後］

手毬唄（仁多郡鳥上村）
うちの姉さん なぜママ食わんやら
腹に七月 あの子が出来た
あれがもしもし 男の子なら
寺へ上らしょ 学問さしょに
これがもしもし おなごの子なら
こもに包んで 小縄でしめて
前の小川へ そろりと投げる
上かｔら鳥が つつくやら
下から土生が つつくやら
つついた鳥は どこへ行た
千国万国 超えて行た

出所：恩賜財団母子愛育会『日本産育習俗資料集成』１９７５，１６６－１６７より作成。
注：１９３１年に全国道府県在住の民族研究者等に委嘱して行った産育習俗調査の報告である。島根県の報告者提出者は、後藤蔵
四郎氏である。

表４ 島根県の避妊・堕胎・間引き
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若クハ鑑札返納其旨届出ツヘシ

第五條 産婆ハ左項チ爲スチ禁ス

一 異�分娩二臨ミテ手術を施ス

二 産科器械ヲ用ユル事

三 藥劑ヲ興へ叉ハ藥方ヲ指示スル

第六條 産婆ハ後に掲クル書式の帳簿ヲ製シ

其時々漏レナク記載シ毎月末之カ総

計ヲ爲シ翌月三日限リ居住地衛生委

員へ差出検印ヲ受け置ク可シ

（以下，届出の書式は省略する。）

第七條 此規則二掲クル願届ハ戸長衛生委員

ノ奥書ヲ受ケ郡役所ヲ經由スへシ但

管内轉居ノトキ前住地ト移住地ト甲

乙戸長衛生委員ノ奥書ヲ得又ハ双方

郡役所ヲ經由スへシ

第八條 前數條ニ違背シクルモノハ違警罪二

處セラレ尚ホ其營業ヲ停止若クハ禁

止スルトアルヘシ

第一条によって，島根県の産婆は内務省免

許状を持つ者か，本県免状および鑑札を持つ

者の２種類が存在することとなった。第二条

では，産婆免許鑑札を受ける場合の要件につ

いて述べている。提出書類には，履歴書と所

定の科目修得を証明する医師の証明書の提出

を義務つけた。ただし出願できる者は，満２５

歳以上の女子に限定された。「医制」では新た

に免許を申請する産婆の年齢は「４０歳以上」

としていたが，明治１７年の島根県の布達では

産婆になろうと願い出る者は「２５歳以上」と

なっている。また，「医制」にあった経過措置

として，従来営業の者に対しては「仮免許」

を授けるという部分は，この法令にはない。

それは，従来産婆業を営んでいるものに対し，

基本的な学術試験を行わないまま免許証を与

えないという県の方針であったこと解釈でき

る。満２５歳以上という基準にしているのは，

学科を修得した教育を受けた産婆を多く養成

していくという観点から，年齢基準がこのよ

うに「医制」と比べ引き下げられていたもの

と思われる。

ここで，資格別の産婆の数にも注目しなけ

ればならない。表５は従来の開業者と試験合

格者の各府県の都市の分布を示している。従

来開業１人に対する試験合格者の数は，全国

平均では２．０人であるのに対し，島根県では

４．０人である。しかも，１９１３年（大正２）の試

験合格者の割合は８割に達しており，全国と

比べ圧倒的に多い。従来開業の旧産婆がまだ

まだ主流を占める府県も多く，試験合格者の

新産婆と旧産婆が交錯していた時代に，島根

県ではすでに新産婆が主流を占めていた。そ

の背景には，教育を受けた試験合格者の若い

新産婆に免許を与えるという島根県の方針が

大きく影響していたものと推定される。これ

らのことから，「とりあげ婆さん」といわれ堕

胎等にも深く関わる存在であった老齢の産婆

から，教育を受けた若い産婆への交替を促す

ことで，堕胎等の悪弊を改めようとする県の

方針が読みとれる。

第三条では，県内移転は，郡区役所などに

届出を行えばよい。産婆が他府県に転居する

際は，転居前に届出を行い，免許鑑札を返上

することとしている。したがって，この時点

では，他府県へ転居する場合は鑑札の書き換

えができなかったと推定される。第四条では，

産婆が免許鑑札を紛失した場合，改名する場

合には免許の書換をすることを指示している。

また，死亡した場合には免許を返納するよう

指示している。第五条では，異常分娩の場合

に手術を行うこと，器械を使用すること，産

婦への薬剤投与や漢方の処方を指示すること

を禁止している。第六条では，産婆は所定の

書式の帳簿を作成し，分娩を取り扱った場合

島根県における近代産婆制度運用に関する研究
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従来開業 試験合格 合計 従来開業１人に対する試験合格産婆数
東京市 ９６６ １２８０ ２２４６ １．３
京都市 １１１ ２９６ ４０７ ２．７
大阪市 ２７７ ６２６ ９０３ ２．３
堺市 ３ ３２ ３５ １０．０
横浜市 １０８ ２３５ ３４３ ２．１
横須賀市 ２４ ６５ ８９ ２．６
神戸市 １０２ ２８９ ３９１ ２．８
姫路市 ８ １３ ２１ １．６
長崎市 ３９ １７６ ２１５ ４．５
佐世保市 ２１ ５５ ７６ ２．６
新潟市 ０ １２７ １２７ …
長岡市 ３ ３９ ４２ １３．０
前橋市 ２ ４６ ４８ ２３．０
高崎市 ２ ２３ ２５ １１．０
水戸市 ２２ ２０ ４２ ０．９
宇都宮市 １１ ２８ ３９ ２．５
奈良市 ８ １１ １９ １．４
津市 １２ ３２ ４４ ２．７
四日市市 ０ ２２ ２２ …
名古屋市 ４６ ２５３ ２９９ ５．５
豊橋市 １５ ２２ ３７ １．５
静岡市 １３ ５２ ６５ ４．０
甲府市 ４ １９ ２３ ４．８
大津市 ６ １７ ２３ ２．８
岐阜市 ５ ２０ ２５ ４．０
長野市 ４１ １ ４２ ０．０
松本市 ２３ １９ ４２ ０．９
仙台市 ２７ ２１２ ２３９ ７．８
福島市 ９ ３１ ４０ ３．４
若松市 ５ １１ １６ ２．２
盛岡市 １７ ４３ ６０ ２．５
青森市 ９ ４３ ５２ ４．８
弘前市 ２４ １６ ４０ ０．７
山形市 ７ ３２ ３９ ４．６
米沢市 ９ １３ ２２ １．４
秋田市 ８ １３ ２１ １．６
福井市 ９ ２４ ３３ ２．７
金沢市 ３０ ５５ ８５ １．８
富山市 １２ ４０ ５２ ３．３
高岡市 ８ １６ ２４ ２．０
鳥取市 ０ ２８ ２８ …
島根県 １１７ ４６３ ５８０ ４．０

岡山県（市） １８１ ９２ ２７３ ０．５
広島市 １８ ９８ １１６ ５．４
呉市 ２ ９７ ９９ ４９．０
下関市 ０ ６２ ６２ …
和歌山市 １５ ５０ ６５ ３．３
徳島市 ６５ ２ ６７ ０．０
丸亀市 １４ １４ ２８ １．０
松山市 ９ ４２ ５１ ４．７
高知市 ９ ４９ ５８ ５．４
福岡市 １３ ２８ ４１ ２．２
門戸市 ９ ３１ ４０ ３．４

若松市（福岡） ４ １６ ２０ ４．０
大分市（県） １７７ ５４ ２３１ ０．３
佐賀市 ５ １１ １６ ２．２
熊本市 ０ ３５ ３５ …
鹿児島市 ９ ５２ ６１ ５．８
那覇 １５４ ３７ １９１ ０．２
首里 ０ ３ ３ …
札幌 １１ ８８ ９９ ８．０
合計 ２８５８ ５７１９ ８５７８ ２．０

資料：緒方正清『日本産科学史』１９８０，１７２６－１７２８より作成。

表５ 各府県の都市における資格別産婆数（大正２年末）
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にはもれなく記録し，１か月ごとに集計し，翌

月三日までに町村衛生委員へ届出をすること

を指示している。第七条では，規則の届出は

市町村長の奥印を受け，所轄郡市役所を経由

して届出ること，ただし，県内移転の場合は，

移転前後のそれぞれの町村衛生委員の奥印を

受け，両方の所轄郡市役所を経由することを

指示している。第八条では，規則に違反した

場合は違警［罪］として処罰され，営業停止

若しくは営業禁止とするとされている。「医

制」では，罰則は規定されていなかったが，

本令では，違反した者は営業を許さずとして

いる。

２．産婆取締規則改正

１）産婆取締規則の更正

上にみた「産婆取締規則」は，１８９０（明治

２３）年６月６０号において更生された１７）。その

内容は，１８８５年の甲第１２０号の一部を修正し

たに過ぎない。しかし，第九条では，「産婆取

締規則」第二条第三条第四条第五条各項第六

条に違反した者は５０銭以上１円５０銭以下の科

料に処すとしている。産婆に関する取締規則

において，罰則規定をつくり罰金に関してう

たったのは，これが初めてである。このこと

から，産婆として営業する者に規則を徹底さ

せ，違反者を厳しく取り締まろうとする県の

方針が読みとれる。

明治二十二年六月十日 縣令第六十號 島

根縣知事籠手田安定

明治十七年八月卅日甲第百廿號布達産婆號取

締規則中第九條左ノ通更生ス

第九條 第二條第三條第四條第五條各項第六

條ヲ犯シタル者ハ五拾銭以上壹圓五拾銭以下

ノ科料二處ス

２）産婆取締規則更正

「産婆取締規則」は１８８９（明治２２）年に更正

され１８），第二条に「新たに産婆を営業せんとす

る者は科目試験を受け，其の及第証写を添え

願い出るべし，但し産婆学校卒業証書若しく

は之に相当する資格を有すると認める者は試

験を要せず」とした。第七条では，産婆の年

齢が満２０歳以上に改められている。産婆の年

齢基準は，明治７年の「医制」では４０歳以上，

又６年前の明治１７年の島根県での規則では２５

歳以上であった。島根県では試験及第の必要

のある産婆を多く養成していくという観点か

ら年齢基準がこのように引き下げられてきた

ものと推察できる。

また，第七条で，堕胎を行った産婆の免許

を取り下げることを明文化しているのは，島

根県の堕胎の現状を反映した条文であると解

釈できる。このことから，当時産婆は堕胎に

深く関与していたことが推察され，この悪弊

を改善するために，産婆の質改善は急務とさ

れていたことが読みとれる。

第九条では，産婆組合を結成させ，業務の

講習を行うようにと規定している。つまり職

能集団である組合に責任を持たせ，必要な学

習を行わせることで，医療専門職としての職

業倫理や産婆業をはやく確立させようとする

県の方針が読みとれる。

明治二十三年二月二十五日 縣令第二十二

號

産婆取締規則別紙の通更生ス

（別紙）

産婆取締規則

第一條 産婆ハ内務省若シクは本縣ノ免許状

ヲ所持スル者ニアラサレハ營業スル

ヲ許サス

島根県における近代産婆制度運用に関する研究
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第二條 新たに産婆ヲ營業セントスル者ハ左

ノ科目ノ試験ヲ受ケ其及第證寫ヲ添

へ願出ツヘシ

但産婆學校操業証書若クハ之ニ相當

スル資格ヲ有スルト認ムル者ハ試験

ヲ要セス

婦人骨盤及生殖器構造ノ大意

妊娠經過ノ大意

分娩機能ノ大意

産�経過ノ大意

産婦及嬰児ノ看護法

第三條 内務省免許ノ者本縣内ニ於テ開業セ

ントスルトキハ免状寫ヲ添其旨届出

テ府縣免許ノ者ハ免状寫ニ履歴ヲ添

願出スへシ

第四條 免許ヲ遺失�損シタルトキ又ハ氏名

族籍ヲ變換シタルトキハ其事由ヲ具シ下竹叉

ハ書換ヲ提出ツヘシ。

第五條 癈業死亡シタルトキ叉ハ他府縣ニ轉

住セントスルトキハ速ニ其旨届出免

状ヲ返納スヘシ

但内務省免状ヲ所有スル者他府縣へ

轉住シタルトキハ郡市町名ヲ詳記シ

速ニ届出テ仍ホ蕃居住地ノ郡市役所

（若クハ島聡）ヘモ届出ヘシ

第六條 本則ニ掲クル願届書類ハ所轄島廳郡

役所市役所戸町役場町村役場ヲ経由

スヘシ二五

第七條 左項ニ該ル者ハ産婆タルヲ許サス

一 年齢二十年未満ノ者

一 堕胎ノ諸業アリシ者

第八條 産婆ハ左項ヲ爲スヲ得ス

一 産科機械ヲ用ユルコト

一 藥劑ヲ興へ藥方ヲ指示スルコト

一 分娩ノ際異�アルトキ及産児死亡

ノ場合ニ於テ醫師ノ指導ヲ待ク

スシテ之ヲ處置スルコト

第九條 産婆ハ適宜組合規約ヲ定メ業務の講

習ヲ爲スヘシ

第十條 産婆ハ左ノ書式ノ帳簿ヲ製シ一年両

回一月七月總計ヲ爲シ翌月五日

限り居住地戸町市町村長ヘ差出

シ檢印ヲ受クヘシ

第十一條 本則第一條第八條ヲ犯シタル者ハ

五拾銭以上壹圓五拾銭以下ノ科料二處ス

（以下，書式は省略する。）

３）島根縣令第四十一號 明治二十四年三月

十三日

島根県では，明治二十三年二月二十五日，

縣令第二十二号において，産婆ノ免許状は松

江市を除き，明治二十五年三月までと定めら

れた１９）。

明治二十三年二月縣令第二十二號産婆取締規

則附則ノ免許�ハ松江市ヲ除キ來ル明治二十

五年三月マテ仍ホ其効ヲ有ス

４）島根縣令第五十二號 明治二十四年四月

二日

この規則によってはじめて内務省の産婆開

業免許を希望する者は履歴書を添え，本県郡

市役所に届出ることが追加された２０）。

内務省ノ産婆開業免�ヲ得ントスルモノハ本

籍ニ於テ試験スヘキニ付キ住所姓名生年月ヲ

記シ履歴書ヲ添ヘ試験ノ儀島廳叉ハ郡役所市

役所ヲ經テ縣�ヘ届出ヘシ

●島根縣告示第二十八號 明治二十四年四月

二日

１８９１年（明治２４）に「産婆試験科目及試験

法」の告示を行い，産婆開業試験を実施した。

ここでは，内務省免許要件の試験科目につい

て触れている２１）。
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産婆試験科目及試験法ハ左ノ如シ

内務省ノ免�ヲ得ントスルモノ

像備論（解剖學及生理學）

妊娠論

分娩論

産褥及初生兒論

産婆職務論

５）島根縣令第二八號 明治二十五年三月四

日

明治２３年県令第２８号では，「産婆取締規則」

の中に，産婆が死産を取扱った時には，市町

村長宛の死産証を作成し，家族に渡すように，

という内容を加えた２２）。１８９０年にはじめて島根

県では，産婆が死産証を書くことができるよ

うになったのである。例えば大阪では，１９００

年にいたってはじめて，産婆が死産証を書く

ことができるようになったということであり，

死産が届けられやすいようにという県の方針

が読みとれる。

明治二十三年二月島根縣令第二十二號産婆取

締規則中第八條ノ次ヘ左ノ一條ヲ加ヘ第九條

ヲ第十條トシ以下各條順次繰下ケ元第十一條

中第八條ノ下ヘ（第九條本文）ノ五字ヲ挿入

ス

第九條 産婆死産ヲ取扱ヒタルトキハ市長戸

町町村町宛死産證ヲ作り家人ニ付興スヘシ其

死産ノ取扱ヲ爲サゝルモ死産證ノ請求ヲ受ケ

タルトキハ胎児ニ就キ異状ナシト確認スルモ

ノ又同シ

但醫師ヨリ死産誼付興セシモノハ此限ニア

ラス

６）島根縣令第八十號 明治二十六年九月四

日

明治２６年「産婆取締規則」更生によると，

出産流産の記録簿を作成し，出産流産の年月

日，男女区別，産婦の住所氏名年齢を記録し

保存することが追加された２３）。

明治二十三年二月縣令第二十二號産婆取締規

則中第十一條左ノ通更生シ出産流産簿書式ヲ

削除ス

第十一條 産婆ハ出産流産簿ヲ設ケ出産若ク

ハ流産ノ年月日及男女別産婦ノ住所族籍氏名

年齢等ヲ登記保存ス可シ

３．「産婆規則」制定と，産婆試験規則・営業

規則の確立

１８９９（明治３２）年の全国的統一基準の産婆

規則公布を受けて，明治３２年９月２９日，島根

県令第６０号「産婆規則其他施行細則」が発布

された２４）。

島根縣令第六十號 産婆規則其他施行細則左

ノ通定ム

明治三十二年九月二十九日 島根縣知事

河野忠三

産婆規則其他施行細則

第一條 産婆規則，産婆試験規則及産婆名簿

登�規則ニ依リ縣�ニ提出スヘキ願

書ハ所轄島�，郡役所，市役所，戸

町役場，町村役場ヲ經由スヘシ

第二條 産婆試験ハ�年二回四月十月之ヲ擧

行スルコトアルヘシ

第三條 産婆試驗願書ハ別記書式ニ依リ之レ

ヲ作リ�年二月八月中ニ提出スヘシ

第四條 産婆試驗出願者ハ試驗期日前ニ受験

地ニ到著シ宿所，氏名ヲ縣�叉ハ島

島根県における近代産婆制度運用に関する研究
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地方別 試験
従来

現地開業 計
試験 履歴

東京府 ８５ １１９０ ７６ ７ １３５８
京都府 ３０ １８３ － ２３５ ４４８
大阪府 ５４ ２０６ ５２８ ４０ ８２８
神奈川縣 ４ ２０６ ２４ － ２３４
兵庫縣 ５８ １３ １７１９ ５４ １８４４
長崎縣 ２４ ７１ ４２５ １３ ５２３
新潟縣 ５０ ３００ ２１０ １６ １２６６
埼玉縣 ６ ４７ １８１ ９ ２４３
千葉縣 １７ ２９８ ９３ － ３０８
茨城縣 ４ １７７ １８４ ６ ３７１
群馬縣 １４ １８７ － ４ １５５
栃木縣 ８ ２３ ９８ ９ １９８
奈良縣 ６ １４ ３７６ ２５ ４２０
三重縣 ６３ ２８１ ５０３ ３５ ８９２
愛知縣 １７ ７８ １８３７ － １４２２
静岡縣 ２０ １３８ ２２０ ５ ３６３
山梨縣 ５ １８ １５ ３ ４１
滋賀縣 ７ １０９ ２０９ ２ ５１６
岐阜縣 １９ １５ １０２３ － １０５７
長野縣 １２ １８ ９６ ５ １０１
宮城縣 ２３ － ２８９ ０ ３８１
福島縣 ２３ ７２４ － ２０ ７６７
岩手縣 ７ ６ ２０７ ２０ ２３０
青森縣 ２ １ ５９３ ６３ ６３９
山形縣 ５ ６７２ － ２ ６７９
秋田縣 － １０ ３０５ ５０ ３７４
福井縣 ４ １ ２７７ １２ ２９４
石川縣 １０ ５７５ － ４８ ６３３
富山縣 ５ ４１８ ２ １４ ４３９
鳥取縣 ４ ７７ ４７ － １９８
島根縣 ３ ５８９ － ４７ ６３８

岡山縣 ３ ７１ ４５ － １１９
広島縣 ３ １０ ７２５ ３００ １２５３
山口縣 ５ １７ ７２４ ６ ７５２
和歌山縣 １０２ １３ ３４８ ５ ４６８
徳島縣 ２ ４０ ２１ ４ ６７
香川縣 ６ ８９ ４２３ － ５１８
愛媛縣 ５ ８０ ３１９ ６０ ４１４
高知縣 １７ １１４ １０９ ６ ２４６
福岡縣 ２４ ４０ １３０８ － １３７２
大分縣 ５ ３６ ２４ ５ ７０
佐賀縣 １４ ８３ ２５３ ４ ３５４
熊本縣 １ ８３９ １３ － ８５３
宮崎縣 ４ ５ ２９６ ３６ ４４１
鹿児島縣 ９ ３７ １４８ ６２ ２７６
沖縄縣 ２ ２ １５８ － １６２
北海道縣 １８ ７７ １１３ ２３３ ４３１
総計 ８２３ ８６４６ １４３５２ １０８４ ２３４８５

出所：内務省衛生局「衛生局年報 明治三十四年」１，９０５年，１２２より作成。

表６ 産婆種類地方別（明治３４年１２月末日現在）
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�，郡役所ニ届出ヘシ

第五條 産婆ノ業ヲ營ム者ハ簿冊ヲ設ケ左ノ

事項ヲ記�シ之ヲ保存スヘシ

一 妊婦，産婦，褥婦取扱ノ依頼ヲ

受ケタル年月日

二 妊婦，産婦，褥婦ノ住所，氏名，

年齡

三 妊婦，産婦，褥婦叉ハ胎兒，生

兒ノ取扱ヲナシタル年月日及其ノ要

領

四 生兒ノ性別及其ノ生産，死産ノ

區別

第六條 産婆規則第一八條ニ依リ産婆名簿ニ

登�ヲ願出ル者ハ受有ノ産婆免�ヲ

其ノ願書

ニ添付スヘシ（以下，試驗願書式は

省略する。）

以上の要旨は，（第１条）産婆規則，産婆試

験規則，産婆名簿登録規則により，県庁に提

出すべき願書は所轄郡市役所，戸長役場，町

村役場を経由すること，（第２条）産婆試験は

毎年２回，４月と１０月に施行し，また臨時試

験を施行することもある，（第３条）産婆試験

願書は，所定の書式によりこれを作り，毎年

２月，８月中に提出すること，（第４条）産婆試

験出願者は，試験期日前に受験地に到着し，

宿所，氏名を県庁又は郡役所に届けること，

（第５条）産婆の業を営む者は，簿冊を設け，

次の事項を記録，保存すること，�妊婦，産

婦，褥婦取扱いの依頼を受けたる年月日，�

妊婦，産婦，褥婦の住所，氏名，年齢，�妊

婦，産婦，褥婦又は胎児，生児の取り扱い年

月日とその要領，�生児の性別及その生産，

死産の区別，（第６条）産婆規則第１８条により

産婆名簿に登録を願出る者は，受有の産婆免

状をその願書に添付すること等である。

条文は６条から成るが，注目すべき点は，

島根県の「産婆取締規則」（明治十七年）とそ

の後の改正内容は，全国統一の「産婆規則」

の条文をほぼカバーしており，混乱無く，旧

制度から内務省規則に移行できたと思われる。

追加内容は，業務範囲に規定されていた禁止

事項に加え，消毒，臍帯切断，浣腸の施行の

許可を加えた程度であった。産婆は年齢二十

歳以上の女子で，試験に合格した者で，産婆

名簿に登録した者でなければ，営業できない

ことが規定された。島根県の場合，「産婆取締

規則更正」（明治二十三年二月二十五日）で，

年齢二十歳以上の者でなければ，営業できな

いと定めたことと同様であった。

明治三十二年に「産婆規則」が制定された

二年後の明治三十四年の全国の産婆数は，試

験（内務省免許）八二三名，従来営業（府県

免許八六四六名，従来免許一四三五二名），限

地開業一〇八四名であった。島根県の産婆数

は，内務省免許３名，従来営業（府県免許五

八八名），限地開業四七名であった（表６）。内

務省免許の産婆はまだわずかであったが，明

治１７年の「産婆取締規則」以降，県は老齢の

産婆から教育を受けた若い産婆への交替を急

いだため，他県ではまだ従来産婆が多い中，

島根県の従来産婆は全員府県免許の産婆であっ

た。

おわりに

本稿では，島根県の産婆に関する制度運用

を検討することで，島根県が産婆に関してど

のような方針で制度運用を行ったのかを，産

婆に関する県令や産婆数の変遷から検討し，

生殖との関連で産婆がどのような存在として

意識されていたかを探ることを試みた。現在，

母性を支え育む助産師は，その昔「とり上げ

婆さん」ともいわれ，生児をこの世の中に取

島根県における近代産婆制度運用に関する研究
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り上げる権限をもつ人・職業である「産婆」

と言われた。この「産婆」は，堕胎行為の周

辺に存在するものとしても認識されていた。

全国レベルで産婆の堕胎等を禁じた明治維新

後も，生児は様々な手段によって産婆の手で

処理されていた。

１８８４年に出された「産婆取締規則」以降，

島根県は全国レベルの産婆の制度運用と比べ

早いスピードで産婆の管理統制を進めた。そ

の背景には，堕胎行為に深く関わる存在であ

る産婆の質の改善を急ぐことで，堕胎の取締

を強化しようとする県の方針があったものと

推察できる。このことは，結果として明治期

以降の島根県の産婆の質の向上につながり，

その産婆の貢献が島根県の母子保健の向上に

大きく寄与することになったのである。

島根県では，全国的な乳児死亡率の転換が

生じる以前から，乳児死亡率の割合は，全国

平均をかなり下回るものであったこと，それ

は，明治期から農村部に近代的な衛生観念を

持ち込んできた助産婦，すなわち近代産婆の

貢献による影響が大きかったことが指摘され

ている２５）。近代産婆の貢献は，明治期からの島

根県の産婆の制度運用の展開と深く関わって

いたといえよう。

【付記】本稿は，日本学術振興会 基盤研究

（B）課題番号２５２８５１５１「日本の出生力転換開

始の社会経済的要因に関する研究－東西２地

域の比較分析」の研究成果の一部である。

【注】
１）厚生省医務局『医制百年史（記述編，資料

編）』。
２）沢山美果子，『「産婆」の登場－「産婆」と

は誰か』，「ジェンダー史叢書 第１巻」

２０１１，１８５。

３）同上。
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１０）同上。
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